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ひとり親へのサポートを行っています

北海道の最低賃金は時間額960円です

道では、ひとり親家庭の方々の雇用の安定を図るため、
資格取得に向けた給付金の支給や相談窓口の設置など、
様々なサポートを行っています。お気軽にご相談くださ
い。また、道のウェブサイトでもご確認いただけます。 

ゼロカーボン・チャレンジャー募集中！
ゼロカーボン・チャレンジャーとは、「ゼロカーボン北海道」
の実現に向けた取組を宣誓、実践いただく事業者のこと
です。ご登録されると取組を紹介させていただくほか、金
融機関の貸付金利や道発注公共工事における審査での
評価などで優遇が受けられます。ゼロカーボン北海道の
実現に取り組む皆さまからの申請をお待ちしています。

令和5年10月から北海道の最低賃金は、時間額960円と
なっています。最低賃金は、年齢や働き方の違いにかかわ
らず、すべての労働者に適用されます。最低賃金額未満の
賃金額を支払っている場合には、罰則が科せられる場合も
ございますので、事業者、労働者どちらもご注意とご確認
をお願いします。

個人住民税の特別徴収手続をお願いします
事業主(給与支払者)は、所得税の源泉徴収と同様に、従業員
に代わり毎月の給与から徴収(天引き)した個人住民税を、
従業員の住所地の市町村に納入する「特別徴収」を行わ
なければなりません。道と道内全市町村は、「特別徴収の
徹底」に取り組んでいます。特別徴収を行っていない事業主
の皆さまは、至急、市町村への手続きをお願いします。

  子ども家庭支援課【☎０１１-２０６-６３２８】

▲

  雇用労政課【☎０１１-２０４-５３５０】

▲

  ゼロカーボン産業課【☎０１１-２０６-７２１７】

▲
  税務課【☎０１１-２０４-５０６１】

▲
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その先の、道へ。北海道　Hokkaido. Expanding Horizons.
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次回の掲載は
2月15日（木）の予定です。☎


